
傷病手当金の起算日と待期期間、支給対象日の考え方 

 

労務に服することができなくなった初日（待期期間の起算日） 

※発症 

（出勤予定日）  （出勤予定日）  （出勤予定日）  （出勤予定日）  （出勤予定日）  （出勤予定日） 

出勤  
休暇 

（無給又は減給） 
 

休暇 
（無給又は減給） 

 
休暇 

（無給又は減給） 
 

休暇 
（無給又は減給） 

 公休日 

           

  待期 ３日  支給   

 

 

      労務に服することができなくなった初日（待期期間の起算日） 

 

※発症    （出勤予定日）  （出勤予定日）  （出勤予定日）  （出勤予定日） 

公休日  公休日  
休暇 

（無給又は減給） 
 

休暇 
（無給又は減給） 

 
休暇 

（無給又は減給） 
 

休暇 
（無給又は減給） 

公休日は元々勤務を要しない日であ

るため、待期期間の起算日として扱

わない。 

        

 待期 ３日 
 

支給 

 

 

  

     労務に服することができなくなった初日（待期期間の起算日） 

※発症 

（出勤予定日）      （出勤予定日）  （出勤予定日）  （出勤予定日） 

休暇 
（有給） 

 公休日  公休日  
休暇 

（無給又は減給） 
 

休暇 
（無給又は減給） 

 
休暇 

（無給又は減給） 

         

待期 ３日  支給 

 

 

  

     労務に服することができなくなった初日（待期期間の起算日） 

※発症 

（出勤予定日）        （出勤予定日）  （出勤予定日） 

休暇 
（無給又は減給） 

 公休日  公休日  公休日  
休暇 

（無給又は減給） 
 

休暇 
（無給又は減給） 

         

待期 ３日   支給 

 

 

  

      

※発症 

（出勤予定日）  （出勤予定日）  （出勤予定日）      （出勤予定日） 

休暇 
（無給又は減給） 

 出勤  
休暇 

（無給又は減給） 
 公休日  公休日  

休暇 
（無給又は減給） 

         

  待期 ３日  支給 

 

パターン１ 

パターン２ 

パターン３ 

パターン４ 

パターン５ 


